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―平成 26年度食品産業における取引慣行の実態調査報告書― 

協賛金、センターフィ、従業員派遣などの取引慣行は改善傾向 

－一般財団法人食品産業センター － 

一般財団法人食品産業センターは平成７年からほぼ毎年、食品産業センターにおける取引慣行の

実態調査を行っているが、このほど「平成２６年度食品産業における取引慣行の実態調査」をまとめ公

表した。平成２７年２月に調査を実施。調査対象は食品製造業１，７００社。有効回答３６３社（有効回答

率２１．４％）今回は調査項目として、「消費税率引き上げに係る要請について」を新たに加え、調査対

象業態として通信販売業を加えた。 

大規模小売業者からの協賛金、センターフィ、従業員派遣等の負担の要請があった割合は、協賛

金が３１．３％（前回３７．３％）、センターフィ４６．６％（５１．７％）、従業員派遣２６．２％（３０．４％）などい

ずれも減少し、一定の改善傾向が見られた。特に、従業員の派遣については派遣の条件に関する事

前の協議が「十分な協議があった」とする回答が、ここ１０年で初めて「十分な協議がなかった」等とする

回答を上回った。新たに調査した「消費税の引き上げに係る要請」については、「不当であると感じる要

請があった」とする回答は１．８％と他の項目に比べて僅かであった。これは公正取引委員会等行政の

監視、指導、周知が十分に行われた結果である事がうかがえるとしている。また消費者の低価格志向

に対応し、ＰＢ商品市場が拡大する中で、小売業者のＰＢ商品の製造受託については、「あった」との回

答が６９％（６６．７％）と僅かに増加。一方、製造受託があったと回答した業者のうち、「不当であると感

じる要請があった」とする割合は、１９．２％とやや減少した。 

今回の結果について、食品産業センターは「全般的に改善傾向は見られるものの、協賛金やセンタ

ーフィー等の要請があった場合は、ほとんど応じざるを得ない等とする回答の割合が増加していること

や、個々の回答事例からは、まだまだ多くの問題、解決すべき課題が残されている事がうかがえる。こ

のため本調査結果を踏まえ、大規模小売業告示等の改善とその効果的運用、商談や事前協議・説明

の徹底等関係者の一層の努力により、さらなる改善を期待する」とまとめている。 

関連省庁・団体からのお知らせ 
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物流事業者との取引の公正化について 

－ 公正取引委員会 － 
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地理的表示法について 

－ 農林水産省 － 
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